
 

平成１４年度厚生労働省税制改正要望（評価書） 

 

 

制 度 名 

勤労者が使用者等から住宅資金の貸付け等を受けた場合の経済的利益等に関

する課税特例措置の適用期限の延長 

 給与所得者等が住宅の取得をする際に、 

① その資金を使用者から使用人である地位に基づき、通常より低い金利で貸

付けを受けた場合の経済的利益、 

②  その資金を金融機関等から借り受けた場合において、利子補給を使用者か

ら受けた場合のその金額、 

③  勤労者財産形成促進法に基づいて使用者等が講じる負担軽減措置により

受ける経済的利益等、 

の非課税措置の適用期限を延長すること（平成１４年１２月３１日までを平成

１６年１２月３１日までに）。 
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(1) 政策目的 

  本措置を延長することにより、勤労者の生涯設計の上で重要な位置づけと

なっている持家取得の促進を図る。 

 

(2) 施策の必要性 

    住宅価格が依然として高い水準にあり、また、勤労者以外の世帯に比べて

勤労者の持家比率は低位にあることから、使用者からの援助を活用すること

により勤労者の住宅取得を容易にし、持家取得の促進を図るために、本措置

の延長が必要である。 

 

(3) 要望の適正性（公平性・優先性等） 

    住宅取得に際して使用者から援助を受ける勤労者全てを対象とするもの

であり、また、勤労者の生涯設計の上で重要な位置づけとなっている持家取

得の促進を図る措置として重要である。 

 

(4) 要望の効率性 

  本措置は勤労者の持家取得に大きな役割を果たしてきたが、本措置の適用

期限を延長することにより、引き続き住宅取得の負担が軽減されることから

、勤労者の持家取得の促進に効果的である。 

政 策 の 

達 成 目 標      

 勤労者の持家取得水準の引き上げを図る。 

当該要望項 

目 以 外 の     

支 援 措 置      

  勤労者財産形成住宅貯蓄制度、勤労者財産形成持家融資制度 

 

   

 担当課名 （担当課）労働基準局勤労者生活部企画課 

 


